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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】レーザ切断機を用いて二重管構造部の内管の内
部から内管及び外管を同時に切断可能な二重管構造部の
切断方法及び切断装置を提供する。
【解決手段】制御装置によって駆動が制御されるマニピ
ュレータにレーザ切断ヘッドを取り付ける。レーザ切断
ヘッドは、二重管構造部Ｓの内管Ｉ内に挿入する。制御
装置は、レーザ切断ヘッドから出射されるレーザ光Ｌで
内管Ｉ及び当該内管Ｉの外周に配置された外管Ｏを同時
に切断でき、かつ内管Ｉの切断部に形成されるカーフＫ
１の幅Ｗ１が、外管Ｏの切断部に形成されるカーフＫ２
の幅Ｗ２よりも大きくなるように、マニピュレータ駆動
を制御する。
【選択図】図６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　レーザ光の出射口及びアシストガスの噴射口を備え、かつ二重管構造部を構成する内管
の内部に挿入可能であるように形成されたレーザ切断ヘッドと、前記レーザ切断ヘッドを
保持し、前記内管に対する前記レーザ切断ヘッドから出射されるレーザ光の照射位置を自
在に調整可能であるように構成されたマニピュレータと、前記マニピュレータの駆動を制
御する制御装置とを備え、
　前記制御装置は、前記内管の内部に挿入された前記レーザ切断ヘッドから出射されるレ
ーザ光で前記内管及び前記内管の外周に配置された外管を同時に切断でき、かつ前記内管
の切断部に形成されるカーフの幅が、前記外管の切断部に形成されるカーフの幅よりも大
きくなるように、前記マニピュレータの駆動を制御することを特徴とする二重管構造部の
切断装置。
【請求項２】
　前記制御装置は、前記内管の切断部に形成されるカーフの幅が最小２ｍｍ、最大でも３
ｍｍ程度となるように、前記マニピュレータの駆動を制御することを特徴とする請求項１
に記載の二重管構造部の切断装置。
【請求項３】
　前記制御装置は、前記内管の内面に対する前記レーザ切断ヘッドから出射されるレーザ
光の入射角度が０度以上になるように、前記マニピュレータの駆動を制御することを特徴
とする請求項１及び請求項２のいずれか１項に記載の二重管構造部の切断装置。
【請求項４】
　前記レーザ切断ヘッドは、レーザ光の光路中に反射ミラーを備え、前記レーザ切断ヘッ
ド中を伝播するレーザ光の光路を前記反射ミラーにて反射して変更することを特徴とする
請求項１乃至請求項３のいずれか１項に記載の二重管構造部の切断装置。
【請求項５】
　前記レーザ切断ヘッドは、筒状に形成されたヘッド本体の一端に設けられたレーザ光の
入射口から前記ヘッド本体の他端に設けられたレーザ光の出射口に至る直線状の光路を有
することを特徴とする請求項１乃至請求項３のいずれか１項に記載の二重管構造部の切断
装置。
【請求項６】
　レーザ光の出射口及びアシストガスの噴射口を備えたレーザ切断ヘッドを、マニピュレ
ータを用いて二重管構造部を構成する内管の内部に挿入し、前記レーザ切断ヘッドから出
射されるレーザ光で前記内管及び前記内管の外周に配置された外管を同時に切断したとき
、前記内管の切断部に形成されるカーフの幅が、前記外管の切断部に形成されるカーフの
幅よりも大きくなるように、前記マニピュレータの駆動を制御することを特徴とする二重
管構造部の切断方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、二重管構造部の切断装置及び切断方法に係り、特に、二重管構造部を構成す
る内管と外管を同時に切断可能な切断装置及び切断方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　今後、東京電力福島第一原子力発電所をはじめ、軽水炉の廃止措置が予定されており、
解体工期の短縮や二次廃棄物発生量の低減等によるコスト削減が求められている。このよ
うな背景の中、コスト削減の方策の一つとして、沸騰水型原子炉に使用されているジェッ
トポンプ等の二重管構造部の切断作業の効率化を図ることが挙げられる。
【０００３】
　従来、二重管構造部の内管と外管を一度の切断作業で同時に切断する切断装置及び切断
方法は知られていない。このため、従来においては、二重管構造部の内管と外管とを個別
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に切断するという方法が検討されている。
【０００４】
　然るに、二重管構造部の内管と外管とを個別に切断すると、単管を切断する場合に比べ
て作業量が単純計算で２倍に増えるので、工期が長期化する。また、この方法によると、
内管切断用の切断機と外管切断用の切断機とを用意しなくてはならないため、設備コスト
が高価になる。さらに、館内に切断機を挿入できない場合、外管の外周に切断機を配置し
なくてはならないので、狭隘部に配管された二重管構造部の外管については、切断作業が
著しく困難になる。なお、狭隘な切断部に適用可能な小型の切断機を用意すれば切断が可
能になるが、小型の切断機は一般に大型の切断機に比べて切断能力が落ちるので、作業効
率の低下が懸念される。
【０００５】
　このようなことから、二重管構造部の内管の内部から内管及び外管を同時に切断可能な
二重構造部の切断装置及び切断方法の開発が嘱望されている。なお、二重管構造の設備は
、原子力発電所だけでなく、化学プラント等にも使用されている。
【０００６】
　また、構造物の切断装置としては一般に、レーザ切断機及びプラズマアーク切断機等の
熱的切断機と、回転刃を備えた機械的切断機とがあるが、機械的切断機は、回転刃が消耗
品になるためにランニングコストが高価になるばかりでなく、劣化した回転刃及び切削粉
が二次廃棄物となるために廃棄物の処理コストが高くなる。また、機械的切断機は、熱的
切断機に比べて切断速度が遅く、かつ回転刃の交換が繰り返し必要になるので、作業効率
が悪いという問題もある。
【０００７】
　このようなことから、二重管構造部の切断装置としては、機械的切断機よりも熱的切断
機を適用する方が望ましい。また、プラズマアーク切断機を用いて構造物を切断すると、
レーザ切断機を用いて構造物を切断した場合に比べて、カーフ幅（切断部の切れ目の幅）
が大きくなり、二次廃棄物が多くなる。このため、熱的切断機の中でもカーフ幅が狭く、
二次廃棄物発生量の少ないレーザ切断機を適用することがより望まれる。
【０００８】
　なお、配管の内部にレーザ加工機を挿入して配管を加工する装置としては、従来、原子
炉の小口径配管内にレーザトーチを挿入し、配管の内部からその継手部にレーザ光を照射
して溶接或いは表面の改質を行う装置知られている（例えば、特許文献１参照。）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】特開平０６－２２６４８１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　しかしながら、特許文献１に記載の技術は、二重管構造部のみならず、単管の切断に関
しても何ら考慮されていないので、このままでは二重管構造部の切断に適用することがで
きない。
【００１１】
　本発明は、このような従来技術の実情に鑑みてなされたものであり、その目的は、レー
ザ切断機を用いて二重管構造部の内管の内部から内管及び外管を同時に切断可能な二重管
構造部の切断方法及び切断装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明は、上記の課題を解決するため、二重管構造部の切断装置に関しては、レーザ光
の出射口及びアシストガスの噴射口を備え、かつ二重管構造部を構成する内管の内部に挿
入可能であるように形成されたレーザ切断ヘッドと、前記レーザ切断ヘッドを保持し、前
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記内管に対する前記レーザ切断ヘッドから出射されるレーザ光の照射位置を自在に調整可
能であるように構成されたマニピュレータと、前記マニピュレータの駆動を制御する制御
装置とを備え、前記制御装置は、前記内管の内部に挿入された前記レーザ切断ヘッドから
出射されるレーザ光で前記内管及び前記内管の外周に配置された外管を同時に切断でき、
かつ前記内管の切断部に形成されるカーフの幅が、前記外管の切断部に形成されるカーフ
の幅よりも大きくなるように、前記マニピュレータの駆動を制御することを特徴とする。
【００１３】
　また、本発明は、上記の課題を解決するため、二重管構造部の切断方法に関しては、レ
ーザ光の出射口及びアシストガスの噴射口を備えたレーザ切断ヘッドを、マニピュレータ
を用いて二重管構造部を構成する内管の内部に挿入し、前記レーザ切断ヘッドから出射さ
れるレーザ光で前記内管及び前記内管の外周に配置された外管を同時に切断したとき、前
記内管の切断部に形成されるカーフの幅が、前記外管の切断部に形成されるカーフの幅よ
りも大きくなるように、前記マニピュレータの駆動を制御することを特徴とする。
【００１４】
　内管の切断部に形成されるカーフの幅が外管の切断部に形成されるカーフの幅よりも大
きくなるようにすると、内管の切断部に形成されたカーフを通して外管のレーザ光照射部
に内管内部からアシストガスを確実に噴射できるので、二重管構造部の外管を内管と同時
に切断することが可能になる。即ち、二重管構造部を構成する内管及び外管の切断は、レ
ーザ光の熱によって、内管及び外管のレーザ光照射部を局部的に溶解し、生成された溶解
物（ドロス）をアシストガスによって吹き飛ばすことにより行われる。従って、二重管構
造部の内管と外管を内管内部からのレーザ照射によって切断する場合には、外管のレーザ
光照射部に十分な圧力及び風量のアシストガスが噴射される必要がある。上記構成によれ
ば、内管の切断部に形成されるカーフの幅が、外管の切断部に形成されるカーフの幅より
も大きくなるように、マニピュレータの駆動を制御するので、内管に形成されるカーフを
通じて外管のレーザ光照射部に十分な圧力及び風量のアシストガスを噴射でき、内管と外
管の同時切断が可能になる。
【００１５】
　また本発明は、前記構成の二重管構造部の切断装置において、前記制御装置は、前記内
管の切断部に形成されるカーフの幅が最小２ｍｍ、最大でも３ｍｍ程度となるように、前
記マニピュレータの駆動を制御することを特徴とする。
【００１６】
　本構成によると、内管の切断部に２ｍｍ幅以上のカーフを形成するので、内管に形成さ
れるカーフを通じて外管のレーザ光照射部に必要かつ十分な圧力及び風量のアシストガス
を噴射することができ、外管の切断を確実に行うことができる。また、内管の切断部に形
成されるカーフの幅を３ｍｍ程度にするので、切断に伴う廃棄物の発生量を抑制できて、
廃棄物の処理コストを抑制できる。
【００１７】
　また本発明は、前記構成の二重管構造部の切断装置において、前記制御装置は、前記内
管の内面に対する前記レーザ切断ヘッドから出射されるレーザ光の入射角度が０度以上に
なるように、前記マニピュレータの駆動を制御することを特徴とする。
【００１８】
　内管の内面に対してレーザ切断ヘッドから出射されるレーザ光を垂直に入射（入射角度
が０度）すると、内管の内面で反射された反射レーザ光の多くがレーザ切断ヘッド内に戻
るので、レーザ切断ヘッド及びレーザ発振器に故障が生じる原因となる。これに対して、
内管の内面に対するレーザ光の入射角度を０度以上にすると、レーザ切断ヘッド内に戻る
反射レーザ光の光量を低減できるので、反射レーザ光に起因するレーザ切断ヘッド及びレ
ーザ発振器の故障を回避することができる。
【００１９】
　また本発明は、前記構成の二重管構造部の切断装置において、前記レーザ切断ヘッドは
、レーザ光の光路中に反射ミラーを備え、前記レーザ切断ヘッド中を伝播するレーザ光の
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光路を前記反射ミラーにて反射して変更することを特徴とする。
【００２０】
　本構成によると、レーザ切断ヘッドの長さ方向に伝播してきたレーザ光を反射ミラーで
反射してレーザ切断ヘッドの径方向に向けることができるので、小口径の内管を有する二
重管構造部の切断を容易に行うことができる。
【００２１】
　また本発明は、前記構成の二重管構造部の切断装置において、前記レーザ切断ヘッドは
、筒状に形成されたヘッド本体の一端に設けられたレーザ光の入射口から前記ヘッド本体
の他端に設けられたレーザ光の出射口に至る直線状の光路を有することを特徴とする。
【００２２】
　本構成によると、レーザ切断ヘッド内に反射ミラーなどの光路変更部材を備える必要が
ないので、レーザ切断ヘッドの構成を簡略化できて、レーザ切断ヘッドの低コスト化を図
ることができる。
【発明の効果】
【００２３】
　本発明によると、レーザ切断ヘッドを用いて二重管構造部の内管の内部から内管及び外
管を同時に切断可能な二重管構造部の切断装置及び切断方法を提供できる。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】実施形態に係る二重管構造部の切断装置の構成図である。
【図２】実施形態に係るレーザ切断ヘッドの構成と内管内部への挿入状態とを示す断面図
である。
【図３】実施形態に係るレーザ切断ヘッドの内管内部への挿入状態を示すプラントの一部
切断した平面図である。
【図４】実施形態に係るレーザ切断ヘッドのレーザ出射口及びアシストガス噴射口の構成
を示す要部正面図である。
【図５】実施形態に係る制御装置の機能ブロック図である。
【図６】実施形態に係る二重管構造部の切断方法を示す図である。
【図７】本発明の他の実施形態に係るレーザ切断ヘッドの断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　以下、実施形態に係る二重管構造部の切断装置及び切断方法について図面を用いて説明
する。
【００２６】
　実施形態に係る二重管構造部の切断装置は、図１に示すように、レーザ電源１、レーザ
発振器２、レーザ電源１に電源を供給する分電盤３、及び、レーザ電源１を冷却する冷却
水循環装置（チラー）４を備えている。また、実施形態に係る二重管構造部の切断装置は
、これに加えて、レーザ発振器２に接続されたレーザ切断ヘッド５、レーザ切断ヘッド５
を自在に駆動するマニピュレータ６、レーザ切断ヘッド５にアシストガスを供給する高圧
アシストガス容器７、及び、レーザ電源１及びマニピュレータ６の駆動を制御する制御装
置８を備えている。レーザ発振器２とレーザ切断ヘッド５とは、光ファイバ等の導光体９
を介して接続される。また、高圧アシストガス容器７とレーザ切断ヘッド５とは、ホース
等の配管１０を介して接続される。
【００２７】
　レーザ発振器２としては、波長１０７０ｎｍのレーザ光を発光するファイバレーザ発振
器が好適に用いられるが、本発明の要旨はこれに限定されるものではなく、ファイバレー
ザ発振器以外の固体レーザ発振器又は炭酸ガスレーザ発振器等のガスレーザ発振器を用い
ることもできる。その他、レーザ電源１、分電盤３及びチラー４については、公知に属す
る事項であり、かつ本発明の要旨でもないので、説明を省略する。
【００２８】
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　実施形態に係る二重管構造部の切断装置は、二重管構造部を構成する内管の内部に挿入
できるように、レーザ切断ヘッド５を小径の筒状に形成すると共に、このレーザ切断ヘッ
ド５をマニピュレータ６を用いて自在に駆動し、二重管構造部Ｓを構成する内管Ｉ及び外
管Ｏに対するスタンドオフ量を調整するようにしたことを特徴とする。
【００２９】
　即ち、実施形態に係るレーザ切断ヘッド５は、図２に示すように、小径の筒状に形成さ
れており、その断面中央部に略Ｌ字状の光路１１が開設されている。光路１１は、レーザ
切断ヘッド５の長さ方向に形成された第１光路１１ａと、レーザ切断ヘッド５の径方向に
形成された第２光路１１ｂとから構成されており、第１光路１１ａと第２光路１１ｂの間
には、反射ミラー１２が設置されている。第１光路１１ａには、図示しないコリメートレ
ンズが設置される。また、第２光路１１ｂには、フォーカスレンズ１３（図６参照）が設
置される。なお、レーザ切断ヘッド５内に反射ミラー１２を設置する構成に代えて、レー
ザ切断ヘッド５内の所要の位置に反射ミラー面を形成する構成とすることもできる。
【００３０】
　レーザ発振器２から出射されたレーザ光Ｌは、導光体９を介してレーザ切断ヘッド５の
第１光路１１ａに入射した後、反射ミラー１２にて反射されて第２光路１１ｂ側に光路を
変更し、第２光路１１ｂの開口端であるレーザ出射口より外部に向けて出射される。実施
形態に係るレーザ切断ヘッド５は、図２に示すように、第１光路１１ａに対する第２光路
１１ｂの形成角度θ１が９０度以上になっている。反射ミラー１２の設定角度は、第１光
路１１ａを伝播してきたレーザ光Ｌの光路が、第２光路１１ｂの軸心に沿う方向に変更さ
れるように調整される。
【００３１】
　このようにすると、図２に示すように、被切断物である二重管構造部Ｓからの反射レー
ザ光Ｌ１がレーザ切断ヘッド５外に反射されるので、レーザ切断ヘッド５内への反射レー
ザ光Ｌ１の入射量を低減でき、反射レーザ光Ｌ１の入射に起因する反射ミラー１２及びレ
ーザ発振器２等の故障を防止できる。
【００３２】
　即ち、実施形態に係るレーザ切断ヘッド５は、図２及び図３に示すように、二重管構造
部Ｓを構成する内管Ｉの内部に挿入され、二重管構造部Ｓを構成する内管Ｉ及び外管Ｏを
内管Ｉの内部から切断する。従って、第１光路１１ａに対する第２光路１１ｂの形成角度
θ１が９０度であると、二重管構造部Ｓの内管Ｉ及び外管Ｏの軸線方向と第１光路１１ａ
とが平行になるようにレーザ切断ヘッド５を設定した場合に、内管Ｉ及び外管Ｏからの反
射レーザ光Ｌ１が直接的にレーザ切断ヘッド５内に戻り、反射ミラー１２及びレーザ発振
器２等が故障する原因となる。これに対して、第１光路１１ａに対する第２光路１１ｂの
形成角度θ１を９０度以上にしておけば、図２に示すように、内管Ｉのレーザ光照射部に
立てられた仮想の垂直線に対して、０度以上の角度θ２でレーザ光を照射できるので、レ
ーザ切断ヘッド５内への反射レーザ光Ｌ１の入射量を低減できて、反射ミラー１２及びレ
ーザ発振器２等の故障を回避できる。
【００３３】
　なお、レーザ切断ヘッド５内への反射レーザ光Ｌ１の入射量を低減するためには、内管
Ｉ及び外管Ｏに対するレーザ光の入射角度を０度以上の角度θ２とすれば良く、必ずしも
第１光路１１ａに対する第２光路１１ｂの形成角度θ１を９０度以上とする必要はない。
即ち、第１光路１１ａに対する第２光路１１ｂの形成角度θ１が９０度であるレーザ切断
ヘッド５を用いた場合にも、マニピュレータ６を用いてレーザ切断ヘッド５を傾斜させる
ことにより、同様の効果が得られる。
【００３４】
　レーザ切断ヘッド５の先端の第２光路１１ｂの周囲には、図４に示すように、配管１０
を介して高圧アシストガス容器７から供給されるアシストガスを内管Ｉ及び外管Ｏに向け
て噴射するアシストガス噴射口１４が形成されており、水中で切断する場合にレーザ光と
同軸で噴射されるアシストガスを水の抵抗から護る働きを有する。
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【００３５】
　二重管構造部Ｓを構成する内管Ｉ及び外管Ｏの切断は、内管Ｉ及び外管Ｏの予定切断箇
所にレーザ切断ヘッド５から出射されたレーザ光を照射して、レーザ光の照射部を局部的
に溶解し、溶解部に生成されたドロスをアシストガス噴射口１４から噴射されるアシスト
ガスによって吹き飛ばすことにより行われる。従って、アシストガス噴射口１４は、内管
Ｉ及び外管Ｏのレーザ光照射部に、ドロスを除去するに十分な圧力及び風量のアシストガ
スが噴射されるように設計される。
【００３６】
　マニピュレータ６は、二重管構造部Ｓに対するレーザ切断ヘッド５の位置及び姿勢、二
重管構造部Ｓに対するレーザ光の照射方向（回転方向）を自在に変更するもので、多関節
のリンクと各リンクを駆動するモータ等のアクチュエータとをもって構成されている。例
えば、図２に示すように、二重管構造部Ｓを構成する内管Ｉの内部にレーザ切断ヘッド５
を挿入し、内管Ｉ及び外管Ｏの予定切断箇所にレーザ光Ｌを照射し、かつアシストガス噴
射口１４からアシストガスを噴射しながら、レーザ切断ヘッド５を軸心の周りに３６０度
回転することにより、内管Ｉ及び外管Ｏの切断を行うことができる。
【００３７】
　制御装置８は、図５に示すように、一般的なサーバやパーソナルコンピュータ等と同様
に、ＣＰＵ２１、ＲＡＭ２２、ＲＯＭ２３、ＨＤＤ２４及び外部インタフェースである入
力部２５及び出力部２６を含むハードウェア資源と、ＲＯＭ２３及びＨＤＤ２４に記憶さ
れたソフトウェア資源とから構成されている。
【００３８】
　ＣＰＵ２１には、実施形態に係る二重管構造部に切断方法を実施するに必要な各種のデ
ータが格納されている。各種のデータには、切断パラメータと位置情報とがある。切断パ
ラメータとしては、レーザ切断ヘッド５から出射されるレーザ光の強度、内管Ｉ及び外管
Ｏの切断速度、レーザ切断ヘッド５に供給されるアシストガスの圧力及び風量、並びに、
レーザ切断ヘッド５のレーザ光出射口から被切断物である内管Ｉ及び外管Ｏの表面までの
距離であるスタンドオフ量を挙げることができる。
【００３９】
　また、位置情報としては、二重管構造部Ｓを構成する内管Ｉ及び外管Ｏの設置位置（中
心位置）の座標、内管Ｉ及び外管Ｏの壁面の座標等を挙げることができる。これらの座標
は、例えば構造物の設計図や、レーザ測距機等を用いた座標測定で得られたデータを格納
できる。
【００４０】
　入力部２５には、キーボード入力装置、タッチパネル入力装置及びマウスなどの入力装
置、マニピュレータ６に備えられたロータリエンコーダ等が接続される。
【００４１】
　出力部２６には、レーザ電源１、レーザ発振器２、チラー４、液晶表示装置等の表示装
置及びマニピュレータ６に備えられたモータ等のアクチュエータが接続される。
【００４２】
　ＣＰＵ２１は演算手段であり、レーザ切断装置の駆動全体を制御する。
【００４３】
　ＲＡＭ２２は、情報の高速な読み書きが可能な揮発性の記憶媒体であり、ＣＰＵ２１が
情報を処理する際の作業領域として用いられる。
【００４４】
　ＲＯＭ２３は、読み出し専用の不揮発性記憶媒体であり、ファームウェア等のプログラ
ムのほか、レーザ切断ヘッド５を用いた二重管構造部Ｓの切断方法を実施する際に用いる
各種の設定値及び計算式等が格納されている。各種の設定値には、レーザ切断ヘッド５の
仕様や型式が含まれる。また、各種の計算式には、ＣＰＵ２１から読み出された切断パラ
メータ及び位置情報とマニピュレータ６に備えられたロータリエンコーダの出力とから、
レーザ切断ヘッド５のスタンドオフ値を算出する計算式が含まれる。
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【００４５】
　ＨＤＤ２４は、情報の読み書きが可能な不揮発性の記憶媒体であり、基本ソフトウェア
（ＯＳ）や各種の制御プログラム、アプリケーション・プログラム等が格納される。
【００４６】
　このようなハードウェア構成において、ＲＯＭ２３やＨＤＤ２４に格納されたプログラ
ムがＲＡＭ２２に読み出され、ＣＰＵ２１がＲＡＭ２２にロードされたプログラムに従っ
て演算を行うことにより、ソフトウェア制御部が構成される。このようにして構成された
ソフトウェア制御部とハードウェアとの組み合わせによって、実施形態に係る二重管構造
部Ｓの切断方法を実現する機能ブロックが構成される。
【００４７】
　なお、上述した制御装置８は、実施の一例を説明したものに過ぎず、本発明の要旨がこ
れに限定されるものではない。例えば、制御装置８としては、一般的なパーソナルコンピ
ュータやタブレットコンピュータを用いることもできる。また、各種の設定値及び計算式
等を格納するメモリは、制御装置８内に組み込まれたＲＯＭ２３に限定されるものではな
く、例えばＵＳＢメモリなどの外付けタイプの記憶装置を用いることもできる。
【００４８】
　実施形態に係る二重管構造部Ｓの切断方法は、上記したように、二重管構造部Ｓを構成
する内管Ｉの内部から、内管Ｉ及び外管Ｏの予定切断箇所にレーザ切断ヘッド５から出射
されたレーザ光Ｌを照射して、レーザ光Ｌの照射部を局部的に溶解し、溶解部に生成され
たドロスをアシストガス噴射口１４から噴射されるアシストガスによって吹き飛ばすこと
により行われる。従って、外管Ｏを切断するためには、外管Ｏの溶解部にドロスを吹き飛
ばすに足る圧力と風量とを有するアシストガスを噴射する必要がある。
【００４９】
　このため、本実施形態においては、図６に示すように、内管Ｉの切断部に形成されるカ
ーフＫ１の幅Ｗ１が、外管Ｏの切断部に形成されるカーフＫ２の幅Ｗ２よりも大きくなる
ように、制御装置８がレーザ切断ヘッド５のレーザ光出射口から被切断物である内管Ｉ及
び外管Ｏの表面までの距離であるスタンドオフ量を制御する。図６の例においては、外管
Ｏの表面にレーザ光の焦点位置が合致するようにスタンドオフ量を制御している。このよ
うにすると、レーザ光の焦点位置よりも手前にある内管Ｉについては、レーザ光のスポッ
ト径が外管Ｏに照射されるレーザ光のスポット径よりも大きくなるので、内管Ｉの切断部
に形成されるカーフＫ１の幅Ｗ１を、外管Ｏの切断部に形成されるカーフＫ２の幅Ｗ２よ
りも大きくできる。
【００５０】
　なお、内管Ｉの切断部に形成されるカーフＫ１の幅は、最小２ｍｍ、最大でも３ｍｍ程
度となるようにすることが特に望ましい。実験によると、内管の切断部に２ｍｍ以上の幅
を有するカーフを形成した場合、内管Ｉに形成されるカーフＫ１を通じて外管Ｏのレーザ
光照射部に必要かつ十分な圧力及び風量のアシストガスを噴射することができ、外管Ｏを
確実に切断できることが判った。また、内管Ｉの切断部に形成されるカーフＫ２の幅を３
ｍｍ程度にすると、切断に伴う廃棄物の発生量を抑制できて、廃棄物の処理コストを抑制
できる。
【００５１】
　なお、前記の実施形態においては、レーザ切断ヘッド５にＬ字状の光路１１を形成した
が、本発明の要旨はこれに限定されるものではなく、図７に示すように、筒状に形成され
たレーザ切断ヘッド５の一端に設けられたレーザ光入射口から、レーザ切断ヘッド５の他
端に設けられたレーザ光出射口に至る直線状の光路を形成することもできる。本構成のレ
ーザ切断ヘッド５は、内部に反射ミラー１２等の光路変更部材を備える必要がないので、
レーザ切断ヘッド５の構成を簡略化できて、レーザ切断ヘッド５の低コスト化を図ること
ができる。
【符号の説明】
【００５２】
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　１　　レーザ電源
　２　　レーザ発振器
　３　　分電盤
　４　　冷却水循環装置（チラー）
　５　　レーザ切断ヘッド
　６　　マニピュレータ
　７　　高圧アシストガス容器
　８　　制御装置
　９　　導光体
　１０　　配管
　１１　　光路
　１１ａ　　第１光路
　１１ｂ　　第２光路
　１２　　反射ミラー
　１３　　フォーカスレンズ
　１４　　アシストガス噴射口
　２１　　ＣＰＵ
　２２　　ＲＡＭ
　２３　　ＲＯＭ
　２４　　ＨＤＤ
　２５　　入力部
　２６　　出力部

【図１】 【図２】
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【図５】
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